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令和８年４月９日市長定例記者会見 会見録 

 

◆司会 

皆様定刻となりましたのでただいまから、市長定例記者会見を開会いたします。 

市長、それではお願いいたします。 

 

◆市長 

はい、それではよろしくお願いします。 

今日発表案件は 1 件で、静岡市の公立高校の再編の必要性についてです。それ

では早速始めます。 

まず今回の発表の背景と目的ですけれども、3 月 31 日に市長と教育長で会見を

開いて、静岡市立の高等学校の設置に関する将来の方向性についてご説明をい

たしました。その内容はですね、今後ますます加速する少子化の厳しい現実を直

視し静岡市は静岡県による市内の公立高校14校の再編の動きと歩調を合わせて、

現在の市立高校、これは市静岡市立高校と清水桜高校を再編して中等教育学校

という中高一貫校 1校を新設する予定であるというものでした。 

この新しい学校の具体的内容については、今後 1 年間をかけて、地域全体の教

育環境の最適化を目指してさらに検討を行います。2校の伝統や実績を引き継ぎ、

さらに静岡市独自の理念を持った魅力のある新しい学校づくりを計画していく

予定です。その一方で、3 月 31 日の説明は、今なぜこの市立の二つの高校の再

編が必要なのかについての説明が不十分で、この中等教育学校を設置する予定

というところが強調され、それが中心となった説明でしたため、突然の発表と感

じられて、不安やご心配をおかけすることになってしまいました。 

この点については深くお詫びいたします。 

静岡市としては将来の高校生人数が大きく減少することから、市立高校の将来

をどうすべきかについて強い危機感を持っています。そして時代が変化する中

で市立高校の学びの内容はどうあるべきかについて引き続き考えていきます。 

今日はですね、本来であれば、初めにお伝えすべきであった、今なぜ市立の二つ

の高校の再編が必要なのかについてご説明をいたします。非常に厳しい状況に

あるというのがご理解いただけると思います。 

 

では、（ 資料６P）公立高校の配置設置についての県市の役割、そして公立高校を

取り巻く状況と将来再編についての県の検討状況、それから市立高校のあり方

についての、市の検討経緯と考え方、今後の進め方とこういう順番で説明します

が、この市立高校のあり方を考えるにあたってはですね、まずこの公立高校の配

置とか設置に関する県と市の役割、あるいは私学ですね、この関係をしっかり整
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理をした上で考えていく必要があるということですのでまずそこからしっかり

とご説明をしたいと思います。 

まず、公立高校の配置設置についての県と市の役割ということですけれども、ま

ずこの公立学校の配置に関しては、法律に基づいて行われることになります。 

まず根拠法令 1 番目ですけども、公立高等学校の適正配置および教職員定数の

標準等に関する法律というのがあります。この 4 条に書いてありますけど、中

身を言うと、公立の高等学校の配置および企業の適正化は、県の役割になってい

ます。その際に、私立の高等学校並びに公立および私立の中等教育学校の配置状

況を十分に考慮しなければならないとなっています。 

ただ、この市の役割はここの中には出てこないということで、公立高等学校の配

置および規模の適正化に関しては、あくまで県の役割ということになります。 

根拠法令 2 番目の教育基本法ですが、ここでは地方公共団体と私立の学校との

関係が書かれています。これ地方公共団体は、私立の学校の教育の振興に努めな

ければならないということが書かれています。ですから今後、根拠法令 1と２、

両方とも同じですけど、私立の高等学校の配置には十分配慮しなければいけな

い、そして振興に努めなければいけないというのがあります。 

3 番目ですけども、今度は学校教育法で、市立の高等学校、中等教育学校の設置

の根拠というのがありますが、これについてはですね、学校教育法の第 4 条に

書かれています中身は省略をしますけども、ここにありますように、政令指定都

市になる前に設立した市立の高校は県の認可を受けて設置をしています。 

先ほどの教育基本法の第 4 条で政令市に関しては、独自にやれることになって

いますので、政令指定都市になった後に設置した清水桜が丘高校は県教育委員

会に届け出になっています。つまりその、政令指定都市以外で市立高校を設立し

ようとすると県の認可がありますが、政令指定都市ですので届け出でいいとい

うことになります。ただそれは形式上で、形式上は静岡市の判断によって、この

市立の高校、あるいは中等教育学校の設立は可能ですけれども、実際は県との十

分な協議が必要ということになります。 

今の法律を踏まえて、やはり、この静岡市が市立高校を設置する意義、あるいは

市の役割というのを最初にしっかり整理していく必要があると思います。 

市はですね、県教育委員会による域内の公立高校の配置や規模の適正化の枠組

み、これは、県が決めるものになりますその枠組みの中で、供給の一翼を担って

きたということがあります。つまり供給責任があるわけではなくて、あくまでこ

の県の枠組みの中でやるということになります。法令で言うと先ほどご説明し

たように静岡市は独自の判断で高校設置できますけれども、これは必ずしも設

置しなければいけないというものではないということですね。 

こういう状況になってなぜ市が市立の高校設置をしたのかということですけど、
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ここで言う市は、旧静岡市と旧清水市になります。これは確定的ではなく恐らく

こういうことであったろうと思いますけれども、市立の高校にした当初の目的

は、県立高校の供給量が、需要に対して十分ではなかったので、社会的ニーズに

応える形で、市が学校を設置したものと思われます。例えば普通科に入りたいけ

ど定員が十分ではない、あるいは商業学科に入りたい、あるいは自分の子供を消

防課に入れたいけど定員が十分ではないということで、それは市で作ってくれ

というような要望に応じて作ったのだろうと思います。 

今まで設立から現在までの功績ということですけども市がこうやってこの市立

の高校を設置してきたことによって、この長い歴史の中で多くの人材を輩出し

て、静岡市の発展にも寄与してきたと、重要な役割を果たしてきたと認識をして

います。そして現在も多くの市民から愛されている学校であると考えています。 

人口減少がより進む将来において、今後の市が高校持つ意義ということですけ

ども、かつてはこの供給が足りないということで設置をした、つまり、設置当初

は量的な高校供給量を確保する観点から、学びの保障の役割として、高校を設置

したということがあります。これからは、もう今はこの当初のような役割が求め

られていないというところですね。つまり両方の量的な供給を確保するという

点では、もう求められていないこれはもっと後で非常に詳しく述べます。 

今求められているのは市あるいは市民が求める人材の育成のための質的な観点

からの学びの保障の役割、これが、今後市が高校を持つ意義と今考えています。 

次、沿革になりますけども、これはご存知の方多いと思いますが、市立高校は

1939 年に市立の第 1 中学校設立、そして第 2 中学校の夜間が併設され、それが

1948 年に静岡市立高等学校になったということになります。その後、定時制課

程が閉課程になって今に至っているということです。 

こちらの清水桜が丘高校ですけども、こちらも 1922 年に県の商業学校として開

校し、その後清水市になったことで清水市立商業高等学校になりました。その後、

名前を合併しました静岡市立清水商業高等学校に改称。もう一つ、県立の庵原高

等学校がありましたけれども、この二つが一緒になる形で、2013 年に市立の静

岡市立清水桜が丘高等学校が開校して現在に至っているということになります。 

 

次に公立の高校を取り巻く状況と将来ですけども、これをしっかりとご説明を

する必要があったと思いますが非常に厳しい状況にあります。 

これは（ 資料９Ｐ）ですね、静岡市の将来の高校 1年生の人口推定をしたもので

す。2014 年 3 月のものになります、これは推定になっていますけども、これ今

のですね、0歳とか 1歳 2歳、これ人数はもう確定をしていますので、この将来

の人数はほぼ確定に近いということになります。例えば、2026 年 4 月入学では

5,768 人いますけれども、今の 0 歳が高校に入学する 2041 年には 3,303 人に減
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ります。これはですね、これは転出入がなくて、そして高校には市外からも来て

いますけどそういうのを全部考慮しないで、今の 0歳が、この 15 年後にどうな

るかということだけで検討しています。それで問題はですね、ちょっとこのあた

り、これが（ 資料９Ｐ表の赤いライン）、今の市内の私立の高校の募集定員です

けども、3,120 人あります。これが、このままあるとすると、ここを見ていただ

くとわかりますけど、ほぼ 2041 年には、私立の高校の定員でほぼ充足をすると

いう状態が発生をします。これがこのままであればということですね。従って、

こちらの私立の高校の定員が大幅に減少するということは考えにくいので、事

業としてやっておられますので、これが大幅に減るというのはなかなか考えに

くいので、定員はおそらくこちらで調整するということになります。 

従って、この将来に渡ってこういう、この状態だと公立はこれだけでいいという

ことになってしまう。これはまた後でご説明しますけれども、今の市立の 2 校

合わせて 1 学年 14 学級で市立高校が 8 学級、清水桜が丘が 6 学級ありますが、

この 2 校をずっと維持していくのはこれを見ていただくとわかりますけど、と

ても無理だということがわかると思います。やはりこれは県が示していますけ

ども、高校の適正規模というのは 1 学年 6 から 8 クラスと言っていますので、

これを個々の状況で維持するのは非常に厳しいということになります。 

少し想定を変えて計算をしてみます。今の私立の高校が募集定員を 15 年間で

20％減らすと仮定した場合と、10％減らすと仮定した場合にどうなるかという

ことですけども、今の定員は 6,210 人ありますが、ちょっとここ、ここで 3,556

の定員に減らすというのはちょっと細かい計算ですけども、ここの間で人口が

減りますので高校の入学者数が減りますので、それでちょうど定員がここに合

うように定員設定をしたというものでちょっと細かいところは省略をします。 

これで言うと、私立の高校が 20％減らしたとしても、2041 年は公立が担うとす

ると、今ある 3,000 ある定員が、1,000 でいいということになります。 

仮に 10％減らすと、私立の高校が定員を 10％減らすという仮定にした場合は、

2041 年の公立の高校の定員は 667 でいいと。つまり、今 3,000 ありますけども、

この 10％減らすと仮定しても、2041 年には 667人でいいということになります。

これは最初に私立の学校には考慮しなければいけないと申しましたけれども、

私立の高等学校の配置状況に十分考慮して、この公立の高校の配置を考えると

いうことがありますので、やはり公立の高校の配置を考える場合は、これをしっ

かりと考慮しなければいけない。私立の高校の定員というのをしっかり考えな

いといけないということです。つまり、こちらの公立が先にあって、公立でこれ

だけ確保するので、私立はこれだけですということではないということですね。

私立のところの定員の状況をしっかり考慮した上で公立高校の配置を考えなさ

いというのが法律になっています。従ってこれが、これはあくまで試算で、10％、
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20％ということになりますけれども、そういうことをするとこうなるというこ

とですね。 

ちょっともう 1回元に戻します。前のページ、これは 0％（ 資料９Ｐ、私立が定

員を減らさない想定）ですね、私立の高校が募集定員をそのままにすると、もう

ほぼ、ほぼ公立高校の定員はいらないということになります。つまり、これが今

公立高校の置かれている現状ということになります。なぜこういうことが起き

るのかということですけども、これはこの静岡地区の特色があります。（ 資料１

１Ｐ）これは、県内の各地区ですね、賀茂とか田方とか、いろいろ富士だとかそ

ういうところの高校の県立、それから市立、私立、これの比率を示したものです

けども、見ていただくと、この清庵・地区となってこれ静岡市と思っていただけ

ればいいですけれども、静岡市の特徴はですね、私立の比率が多く定員が 52％

あります。例外的に、この沼津のところが 60％ありますが、他のとこはそれほ

ど高くないということですね。 

従って静岡市は、この私立の定員が 52％あるというのが特徴になります。市立

は 9％でこれも非常に多い部類に入ります。この私立の定員が非常に多いので、

この定員がそんなに変化をしないとなると、こちらの高校生の数が減ると、県立

と市立の高校の定員調整というのが、大幅に必要になってくるということにな

ります。それとはもう全く別に、今の志願倍率がどうなっているかということで

すけど、（ 資料 12Ｐ）これは清水桜が丘と、それから市立高校ですけども、2020、

このあたりが、2025 ですけども、2024、2025 と桜が丘高校は 1を割っています。

2026 はかなり頑張ってですね 1.06 まできています。市立高校も、これも 2024

年 0.96、2025 年 0.96 で、2026 年は 1.06 ということで、頑張ったということに

なりますが、ただやはりこの状況だということですね。これはやはり非常に厳し

い状況にあるということは理解をしていかないといけないと思います。あとは

高校の配置図ですので、これは参考までにつけておきます。特に葵区に高校が集

中しているというのは見て取れると思います。先ほどの県立高校、市立高校、私

立高校の比率ということになりますけども、非常にこの私立高校の普通科が多

いというのが特徴になります。県立高校があって私立、市立高校があるというこ

とにはなります。 

 

これはあくまで参考、再編についての県の検討状況ですけれども、県も非常に危

機感を持っておられると思いますが、少子化や社会の変化に対応するために県

の教育委員会は 2023 年の 1月に静岡県立高等学校のあり方に関する基本方針策

定委員会というのを設置して、学科再編や学校の配置、教育内容、こういったも

のについて議論を進めています。この清庵地区については 2023 年ですね。そし

てこちらの静岡地区についても同じ年から検討が始まっています。2024 年です
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ね、2024 年の 1月からと 12 月からそれぞれ検討が始まって、そして今年の 3月

16 日に県立高等学校のあり方に関する地域協議会で、グランドデザインという

のが示されています。グランドデザインについては、ここで参考としてつけてい

ますが、ちょっと説明は省略したいと思います。最後のところをお願いします。 

この県教育委員会を公表している再編計画（ 資料２ Ｐ）、静岡地区の再編とい

うことですけども、公立の高等学校を 14 校から 10 校にするということです。 

県全体では 89 校を 50 から 60 校ということですが、静岡市内については、10 校

程度にするということが、先ほどのグランドデザインの中では示されています。

これを踏まえて市としてどうするかということですけども、県が全体数を減ら

す中で、市立高校だけを 2 校維持するというのは、地域全体の公立高校の配置

の最適化を阻害するということになります。 

従って県と歩調を合わせてですね、市としても能動的に規模の縮小に協力する

必要があると県から言われたから減らしましょうということではなく、市とし

てどうするかをしっかり考えてですね、それを県に対して伝えるということが

大事だと思います。その際には、この規模縮小だけではなくてどういう学びの学

校にするか、どういう学びを保障するかということをしっかり考えていくとい

うことが必要になります。 

次に、静岡市あるいは静岡県内の動きですけども（ 資料２１Ｐ）、全国的にやは

り公立高校の再編というのは起きています。政令指定都市で言うと大阪（・札幌（・

福岡（・京都（・北九州の例がありますけども、大阪は市と府が一体になってやると

いうことなので、高校の教育は全て大阪府が供給をするということに移管をし

ました。札幌は二つの高校を、来年 2027 年の 4月に 1校に再編をするような状

況にあります。それから例えば姫路市ですが、兵庫県姫路市はこの市立の 3 校

を今年の 4 月に 1 校に再編統合するということが起きています。従って、この

再編ということはですね、全国的にも止むを得ない状況になっているというこ

とになります。 

 

この市立の高校のあり方について市の検討経緯と考え方です。なぜこの検討を

始めたかということですけども、まず志願倍率、2024 年と 2025 年で 1を切って

います。検討始めたのは去年の 4 月頃からですから、そういった点で 2024 と

2025 年の倍率が１を割ったというのは非常に危機感を持っています。ごめんな

さいこれちょっと間違っていました。ここは、県全体の公立高校の志願倍率が

2026 年は１を割ったということですね。だからもう定員は完全に充足をしてい

ると、公立高校の定員は充足をしていて、むしろ全体としては 1 を割る状況に

なっているということです。 

次に、今度は私立高校の完全無償化ですね、これから私立の高校のシェアが増加
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する見込みになります。今後、高校生の人口は減少が続くわけですけども、その

際にはですね、この高校生人口の減少による公立校のあり方を考えるにあたっ

ては、静岡市はこの私立の高校の定員数が多い、52％あるということを考慮する

ということが必要になります。つまり、静岡県内のどこでも同じことが起きてい

るのだろうということではなくて、静岡市は突出してこの公立高校の再編の問

題が、重要な課題になるということです。この私立の定員がそれを減らさない、

減らないことを前提に考えると、公立高校の定員を大幅に減らしていかないと

適正配置が成り立たないという特殊な状況にあります。そういうことも踏まえ

て、もう一つはそういうこともあってこの県立高校のあり方について検討を開

始しましたし、静岡市も、県のほうから言われたからやるということではなくて、

ここに書いていますが県が高校の全体数を減らす中で静岡市も県の考え方に従

って数を減らすという受身ではなく、市として積極的、能動的に、市立の高校の

あり方を県に提案すると。私達としては、市立高校をこうしたいので、県の再編

の中でこれを考えてほしいという、積極的、能動的で主体的な対応が必要だとい

うことで検討を開始いたしました。 

ただし、市は当然県と歩調を合わせてで。県立高校の供給量が多いわけですので、

市よりも、県が県立高校の配置についての責任を持っていますから、県と歩調を

合わせてしっかりと規模の縮小には協力する必要があると思います。 

そういったこともあり、県のグランドデザインにはなんて書いてあるかという

と、教育の質の確保に向け、時代の変化に迅速かつ柔軟に対応した再編整備計画

を、市立の高等学校のあり方検討委員会の検討結果も踏まえて実施をするとい

うことを書いてくれています。従って、市の考え方をしっかり聞いた上で、県も

配置を考えていくということになります。 

これまでどういった検討してきたかということですけども、ほぼ 1 年前になり

ますがこの市長の定例会見で、今のような状況を踏まえると、この市立高校の 2

校のあり方について検討する必要があるので、有識者や学校関係者等の外部の

意見を取り入れ検討を開始するということを、1年前に市長の記者会見で発表し

ています。その後、検討委員会を設置して 5回開催をしています。会議は、全て

全面公開になっていますので、何の議論をされているのかっていうのは、皆さん

聞いていただくことはもちろん、聞きたいという方は聞ける状況にありました。 

そして、第 4回後に大体方向性が決まって、固まってきたので、このアンケート

調査を実施しました。その結果を踏まえて、検討委員会から提案書というのが、

教育長に手交されました。この提案書をもとに、尊重しということになりますけ

ど、当然ですけどこの 5 回の検討会の中では、教育委員会の事務局も一緒に検

討していますので、この提案書の内容は尊重して、そしてこの設置に関してはで

すね市長部局も関わっていきますので、提案書をもとに市長部局と教育委員会
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で新しい学校の方向性について意思決定をしたということになります。これが

中等教育学校ということになります。教育委員会でも 3月 24 日の定例会で報告

をして、そして 3月 31 日に市長と教育長合同で臨時記者会見をしたということ

になります。中等教育学校プラス後半単位制としたと、これは教育内容になりま

すので今日この話は、私からはしないで、私としてはこの再編が必要だというと

ころについてだけご説明をしたいと思います。再編をしたとき、どういう形が想

定されるかということですけれども、これは、県立高校、公立高校の配置の中で

考えていきまして、 資料 26P）この再編パターン 1、2、3 というのが、考え方

としてありうると、どれに決めたかということじゃなくてこういうことがあり

うるということです。 

まず再編パターン 1 というのは県立高校の再編には影響されないということで

すね。市立の高校の中だけでどうするかを考えるというやり方ですが、これは市

立の中等教育学校を設置すると定員枠が縮小するということになります。 

再編パターン２ですが、これは県立の高校との関係を考慮した上で行うという

ことになりますが、ここに市立の中等教育学校を設立するのですけども、この 2

校ある市立高校のそれぞれをこちらに持っていって、そして県立のＣ高校の他

が統合とか再編がありますから、このＢ高校の一部はこっちの県立のＥ高校に

継承してもらうという考え方があります。再編パターン 3 は、これはＡ高校の

部分をこちらに市立の中等教育学校に持っていく、こちらのＢ高校については、

県立のＣ高校と合わせて全て県立のＤ高校で継承してもらうと。こういう考え

方があります。これはですね、まだ決めているわけではなくて当然これから県教

育委員会と話をしながらで、どうしましょうかということを決めていく必要が

あります。これからですね、1年間をかけて県との調整を行いながら、最適な再

編の方法や計画を検討していきたいと思っています。 

もう一つ再編の時期ですけれども、後で細かいご説明しますが準備期間等を考

慮すると、最短では新しい学校の開校年度というのが 2030 年に想定されますが

実際には県との再編の方法やスケジュールを調整する必要があるので、まだ確

定しているわけではありません。 

 

この中等教育学校を設立すると、どういう形になるのかということですけれど

も、 資料 27P）これはあくまで想定で、コースを決めているわけでは全くあり

ません。これですね、今の高校で高校入学をしていきますが、この中等教育学校

を仮にここで開校すると、これ決めていませんが、準備期間として開校 3 年度

前にこの準備期間があって、ここで教育内容もこういう学校にしますというの

を固めて、社会にお知らせをして、そして入試をするということになります。 

ここで入学ということになりますから、これが仮に今年だと、これ準備期間とい
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うのは、方針が決まってからの準備期間ですので、まだそこの方針もこれから 1

年間決めますので、この準備期間の始まりというのは早くても 2027 年度になり

ます。先ほどの開校年度が最短でなら 2030 年というのはそういうことになりま

す。ただこれが、この通りいくかどうかはまた別問題で、県の再編との関係があ

るので市だけで勝手に何かこうやりますということなので、あくまで最短でや

るとすれば、2030 年に開校ということですけれども、ということも想定になり、

決まっていることではありません。そして、今ある高校との関係をどうするかと

いうことですけれども、これはいくつかの、中等教育学校が今ある高校の中に入

り込むというような形で、設置されている場合が非常に多いです。 

個人的なことを申し上げて恐縮ですけど、私は岡山県立岡山大安寺高校出身

ですけれども、この県立大安寺高校は県立の中等教育学校に変わっています。

 資料は）それと同じ形態をとっています。元々あった高校の校舎の中に、中等

学校が入っていくという形になります。そうすると、校舎の数は限られるので、

入る場合は中等教育学校を開校した時期から高校の入学定員を減らしていく必

要があります。例えば、ここ定員を 2分の 1となっていますけれども、この高校

1年の定員数を 2分の 1に減らした分、教室に余裕ができるのでその分を中等部

の 1年が入るということになります。 

2 年目になると、今度は次のところがまた空いてきますので、これ 2年目のとこ

ろが入ってくると、こういう形で移行していき最終的には、この高校 3 年はこ

こまで続くということになりますが、開校からここのこの高校の最後の卒業生

が出るところまではこのぐらいの期間があるということになります。 

ネット情報でしか調べていませんが岡山大安寺高校ですね、それが中等教育学

校になっていますが、見るとこの形になっています。こういう細かい定員のとこ

ろじゃなく、こういう移行の流れっていうのは、そういうふうになっていますの

で、こういうことはあり得るかなと思います。ただこれも、本当に想定でやると

すれば、こういう形になりますということの過程の検討ですので、これで決めて

いるわけではありません。 

 

今後の具体的な検討ですけれども、今年から市の教育委員会と県の教育委員会

が協議調整を開始することになります。今後、県が公立学校の再編計画を作って

いきますので、静岡市域の公立学校の最適化について、あるいは市私立も合わせ

た形での最適化について市としてどういう学校を設置するのかということをし

っかり検討をしていくということになります。2026 年中に議論を重ねて 2027 年

の 3 月には方向性を決めたいと思っています。県も大体こういうスケジュール

で検討するので、それに合わせてということになります。 

そこで何を検討するかというと、もちろん基本方針を考えて、学校の場所をどこ
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にするのか、募集定員、開校時期、移行の計画をどうするか。募集定員は今の高

校の募集定員を半分にするとか、いつ開校するか、そういうことを決めていかな

いといけない。それから教職員の最適な配置および育成計画ということになり

ます。今の市立高校のほとんどの先生は、県から送っていただいていますのでそ

れについて、今度は中等教育学校にしたときはどうするかということはしっか

りと考えていかないといけないと思います。それから、2校のうち 1校は使用し

ないかあるいは先ほどの県立高校の再編の中でそこが拠点になる可能性もある

ので、仮に使用しない場合はその跡地の検討というのも必要になってきます。 

それからもちろん、この教育課程ですね、あと中身をどうするか、この三つは県

との調整が必要ですけれども、どういう学校にするか、どういう教育内容にする

かについては、これは政令市として独自に決めて県に届け出をすればいいので、

それで可能だということになります。 

 

ここから（ 資料 29P）は、いろんな意向調査をして、市としてもこういう中等教

育学校というのを選んだというところです。これは高校ではどのような学科で

学びたいですかっていうところですが、例えば大学への進学を目指す普通科と

いう方もかなり比率が多いですけど、一番多いのは普通教科を学びつつ一部自

分の興味がある特色のある分野での学習ができる普通科っていうのが、一番比

率が高くなっています。これは中学生に聞いたものですが中学生の保護者の方

も同じような傾向にあるということです。それからもう一つ、普通教科と専門教

科を自分の進路に合わせて選択できる総合学科というのも、ここに入ってきて

いますのでこれもかなりの比率が高いということになります。こういったこと

を踏まえて、こちら、上の二つは普通の普通科とか理数科コースを持つようなと

ころになりますけども、ここについては中等教育学校とかなり親和性が高いも

のになるのではないかなと思っています。 

ここから参考資料としていますが、アンケート調査を実施しているということ

になります。説明は以上になります。ありがとうございます。 

 

◆司会 

それでは、ただいまの発表案件について、皆様からご質問をお受けいたします質

問の際は社名およびお名前をおっしゃってからお願いいたします。 

はい、テレビ静岡さんお願いします。 

 

◆テレビ静岡 

テレビ静岡の永井です、よろしくお願いします。説明ありがとうございました。 

背景についてはよくわかったのですけども、静岡というところは自分が卒業し
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た高校に対する母校愛って言うのですかね、そういうとこが非常に強い土地柄

だと思っていまして、そうした中で先日市長がおっしゃった二つの高校の場合、

閉校になりますという言葉で非常に、自分の出た学校がなくなってしまうとい

う、そういったショックというか心配に思っている方が非常にそういう声をち

ょっと聞いたのですけども、それに対して例えば同窓会ですとか、そういったと

こに市長が直接説明に行くとか、そういったご意向というのはありますでしょ

うか。 

 

◆市長 

はい、閉校ということですね。表現といいますか先ほど背景の説明をしなくて閉

校と言われたので、積極的に閉校をして中等教育学校にするという印象を持た

れて、かつそういった点で自分の高校がなくなるということで不安であるとか

ご心配を本当におかけして申し訳ないと思っております。 

その中でこれからどうするかということですけども、同窓会については、これは

在校生とか同窓会については今、教育委員会でしっかりやっていただくのがま

ず基本かなと思っております。これから県の教育委員会と市の教育委員会の

色々な話し合いもあり、その中で 1 年間をかけて、もう最適な案を出していく

ということになりますので、そこはやはり教育委員会がしっかり同窓会である

とか、あるいは在校生の皆さん、あるいはこれから進学をしようと思っておられ

る方々の意向を踏まえて検討する必要がありますので、その教育委員会が丁寧

に対応していくというのが基本であろうと思っております。 

その一方で学校の設置責任というのは市町にありますので、求められれば私か

らも説明をするという場合もあり得ると思っています。 

 

◆司会 

その他いかがでしょうか。はい、ＳＢＳさんお願いいたします。 

 

◆ＳＢＳ 

ＳＢＳの上田です、よろしくお願いします。市長、冒頭で今回今日この発表され

た理由について、不安や心配をおかけすることになったとおっしゃったのです

が、今回また 3月 31 日の後、今日こうした会見を開いたのは市民から市に対し

てそういった声が直接あったのでしょうか。 

 

◆市長 

はい。それは直接もありますし色々な形で、教育委員会はもちろん色々ご意見が

ありますし、それから各学校ではやはりその生徒さん、あるいは保護者の方々か
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ら心配する声は入っていますのでそれを通じて、もちろん教育委員会にも入り

ますけど私もお聞きをしているという状況になります。 

 

◆ＳＢＳ 

すいません、続けて、新入生がこの前入学したばかりだと思うのですけど 3 月

31日はその新入生が入学する直前でかなり動揺が広がったと思うのですが、3月

31 日のその入学式前に発表された理由は何かあるのでしょうか。 

 

◆市長 

これからですね、どの時期でも申し訳ないのですけども、確かに 3月 31 日が最

適であるとか良くないとかというところについては判断がわかれるところです

けれども、これもう、避けることができない状況なので、どこかで発表しないと

いけない。逆に言うと、今発表しなくてもいいわけですね。 

これから 1 年かけて細かく検討していくので、検討してきた結果を 1 年後に発

表するということもあり得るわけですけども、やっぱりそういうことをしては

いけないのだろうと思います。これは非常に社会に大きな影響を与えることで

すので、非常に不都合な未来になってしまうのです。この今ある高校を閉校した

いと思っている人は私も含めていないと、教育委員会もいないと思いますが、先

ほどの状況を見ると、それを選択せざるを得ないという状況なので、それをやっ

ぱりちゃんとこの社会にお伝えをして、そして 1 年間そこについてしっかり検

討していくっていうのをお伝えするのが、それが役割といいますかね、義務だと

思っていますので、そういう意味では大変ショックを受けたという方には申し

訳ないのですけども、これはもう発表せざるを得ないという状況にあったとい

うことと考えております。 

 

◆ＳＢＳ 

最後にすいません、部活動についてなのですけれど、それぞれの高校で歴史のあ

る部活動があると思うのですが、高校からの入学のみになるとその伝統のある

部活動がなくなってしまうのではないかという懸念の声もあるのですがその点

今どのように考えてらっしゃいますか。 

 

◆市長 

高校からの入学でなくて中学からということですのでまず問題ちょっと再編の

とこを出してもらえますか 資料 26P）。 

あの、これですけどこの形をとるとすれば、これはもう完全に中学からだけの入

学になりますので、今までとは全然違う形になると思います。こちらの形態にな
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ると、こちらの高校に移行することになるこちらもそうですけれども、ですから、

ここで行われた部活動はこちらに継承されるということになると思います。こ

ちらは継承されない可能性はもちろんありますけども、今度逆に言うと中等教

育学校ですので、中学校から高校まで同じような形で指導はされていると。もう

一つ今大事なポイントは、中学校の部活の地域への移行というのをやっていま

すので、この中等教育学校もこの中で部活は行われないわけですね。 

そのうち、地域クラブの中で行われますので、そういった面でこの部活動への影

響というところがこの再編で影響するだけではなくて、地域クラブへの移行と

いう形でも影響すると思います。今までの中学の部活動、高校の部活動という形

態で、どう見ていくのかという問題と、これからは中学の部活動が地域クラブに

移行するので、この地域クラブは中学生だけの対象もありますけども、実際には

小学校中学校高校生なんかも入った形で生涯学習の一環として地域クラブ活動

を展開したいということに今考えています。そういった点で、この部活動をどう

するかというところは、この高校の再編の中で考えるのではなくて、今の中学校

の部活動の地域クラブも含めた形で総合的に考えていかないといけないので、

それについても、今年 1 年かけてどういう方法がいいのかっていうことをしっ

かりと考えていく必要があると思います。 

 

◆ＳＢＳ 

ありがとうございました。 

 

◆司会 

その他いかがでしょうか。はい、まず中日新聞さん。 

 

◆中日新聞 

中日新聞の飯盛です、よろしくお願いします。今のあの 26 ページのその資料で

すけども、この前回の会見だとパターン 1 を発表されて各社の報道もそうなっ

ていたと思いますけども、今回そのパターン 2 とパターン 3 も出してその再編

の選択肢が広がったというか色々なパターンを出したと思います。この中でど

のパターンの可能性が最も高い有力なのかというのを教えていただきたいので

すが、中等教育学校となると普通科のみの設置になるのでしょうか。そうすると

そのあの商業科系の系譜というのはどのように引き継がれるのでしょうか。例

えばその商業科がその県立高校の方に行くとなるとパターン 2 というのが有力

視されるのでしょうか、お願いします。 
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◆市長 

はい。前に説明したときの 3月 31 日の説明がやや良くなかったと思うのですけ

ども、こういうことを考えていたわけではなくて、元々こういうものがありえま

すというのを考えていたということになります。特にこの形ですね。 

ですから、二つの高校については、全部か一部かわかりませんけど、これに統合

していくような形になるので、これとこれっていうのはここの部分だけ見れば

一緒なわけですからこの説明をしたつもりだったのですけども、どうしてもこ

このこういうものの説明になって統合という話もしましたので、どうしてもそ

ういう印象を受けたと思います。でもそのときからこういう形で考えていたと

いうことになる。もちろんそれはなぜかというと、県の再編計画の中で意思疎通

にならないといけない、一緒に考えていかないといけないので、単独でこうする

ということはほとんどあり得ないと、今ここですから、これっていうのはほとん

どあり得ないのではないかと。つまり県の再編には影響しなくて自分たちだけ

でやりますということはちょっと無理だろうと思っていますが、可能性がない

わけではなくて一応入れています。 

そして、商業科ですけども、これ中等教育学校で後期単位制になるので、後期単

位制っていうのはいろんな選択肢が取れるということです。ですから、それはこ

れから議論していかないといけないのですけどもこの中等教育学校の中に、そ

の商業的なところの単位を取れるようなものを入れていけばこちらの商業の部

分も入り得るということになるわけです。ですから、商業はこちらに全部行きま

すというわけではなくて、ここのところをどうするかということが中心になり

ます。ただ、今のあり方委員会の検討では、国際であるとか、あるいは情報系っ

ていうことになっていますから、先ほど言った商業系をこちらに入れるという

ことにはなっていませんが、あれはあくまで今までの検討ですのでこれから1年

検討の中で、やはりここはそういう単位制なのだから、それだったら商業も入れ

た形の単位制がいいのではないかというような議論もあり得るかもしれない。

それはこれから 1 年かけて、こういうこの再編の中で検討していく必要がある

と思っています。 

 

◆中日新聞 

ありがとうございます。そうするとパターン 2 が有力視されているということ

でいいのでしょうか。 

 

◆市長 

ちょっとわからないですけど、非常に柔軟ではあるのですね。色々な形が取り得

るので。これはちょっと柔軟ではありますけど、あくまでこれは県の再編計画と
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一緒に考えていかないといけないので、市だけで独自に考えられるものではな

いので。これはあくまでこういう三つのパターンがあり得るという、想定という

ことだけにとどめておいていただいて、どの可能性が一番高いかというのはま

だまだこれからということになります。 

 

◆中日新聞 

前回の会見も踏まえて考えますと、パターン 3 の、その一つの高校が一つの中

等教育学校になるっていう何か想定はあまりしてないように感じたのですけど、

その辺はいかがなのでしょうか。 

 

◆市長 

これもちょっとなんとも言いがたいですね。市立高校Ｂ高校というのを、これも

例えば 1 つと決まっているわけではない、こっちが市立というパターンもあり

ますから、それはわからないですね。それもこれから考えていくということにな

る。 

 

◆中日新聞 

あと最後ですけども、市長前回の会見で、この 2校、市立高校と清水桜が丘高校

について、再編という表現や統合、閉校、廃校といろいろな表現を使われました。

今日は再編という表現が主に使われていますけども、最も正確な表現としては

再編なのだろうと思うのですけども、現状ではその統合や閉校、廃校という表現

でも間違ってはいないでしょうか。 

 

◆市長 

全部あり得るのですけども、例えば（ 資料 26P、Ｂ校とＣ校の再編パターン２を

例示して）県立 E高校になったとき、学校は一つしかないので、この二つのどち

らかは閉校になるわけですよね。ここ統合にはならない。県立 E高校なので、市

立という名前は消えるわけですよね。 A と B の場合は）一部は県立高校への統

合と、一部は市立の中等教育学校に再編（・統合ということになります。この場合

は何かというとここで両方とも閉校になりますね。 

これ先ほど私申しましたけれども岡山大安寺高校は岡山中等教育学校に変わり

ました。この名前は実は継承しているのですけど、大安寺高校というのが第 4次

中等教育学校に継承していて、校章なんかもほとんど継承されているのですけ

ども、形はやはり閉校になっています。大安寺高校は 2014 年でしたか 2015 年

かなんかに閉校になっていますね。ですからやはり閉校という形をとらざるを

得ないので、そこを閉校ということは非常にきつい言葉ですけども、その閉校と
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いうことは必ず起きますので、そこは避けて、隠して説明するっていうのは、逆

に不誠実だと思う。あのショックを受けたり、ご心配をかけたりしたりするので

すけど、やっぱりそこはしっかりとそういう状況になるということはお伝えし

ていく必要があると思っています。 

 

◆司会 

ありがとうございました。その他、はい静岡朝日テレビさん。 

 

◆静岡朝日テレビ 

静岡朝日テレビの川崎です。先ほど同窓会という話も出てその日市長の答えで、

設置責任が非常にあるので、求められれば私から説明する場合もあるとおっし

ゃっていましたけども、説明を欲するのはある意味、当事者の学校とか関係者が

当然考えられることで、私立高校や桜が岡高校の学校を会場にした説明会など

を開いて、市長が直接説明会に伺うというようなことは考えてらっしゃいます

か。 

 

◆市長 

はい。まず、これから同窓会の皆さんとか在校生の皆さんのお考えを聞かないと

いけないですけど、そこは教育委員会がしっかりとお話を聞いて、そういう説明

が必要かどうかっていうのは判断する必要があると思います。ただ、まだ検討段

階で、いつからどうしますとか決めているわけではありませんから。もう少し県

との協議が進む中で具体的な、どのパターンになるかっていうのはある程度決

まってきますので、その段階でしっかりとご説明するのがいいのではないかな

と思っています。ですから私が代わりに説明するような状況があるとしても、あ

る程度これが固まってですね、どういう設置形態にするのかということが固ま

ったところで、設置責任者としてしっかりとしたご説明をする場面が必要なの

ではないかなと思っています。今の色々なご心配のところをやはり教育委員会

が丁寧に対応して、今こんな状況ですというのを押さえるのが大事かなと思っ

ています。 

 

◆静岡朝日テレビ 

ありがとうございます。 

 

◆ＮＨＫ 

ＮＨＫの関と申します。先ほど市長のご回答の中での意見が、様々市や教育委員

会そして各学校の方に寄せられるということですけどそういった意見が多数あ
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ったから今回こういった改めてご説明の場を開いていただいたと思うのですけ

ど、この 3月 30 日の発表から今に至るまでのおよそ 1週間で大体の数字が合わ

せてどれぐらいこういった意見がそれぞれに寄せられたのかっていうのは、数

等は把握していらっしゃいますでしょうか。 

 

◆市長 

数はちょっとわからないですけど例えば同窓会の方から直接お話を受けたり、

あるいは同窓会に説明もしていますので、ちょっとどんな話があったか、一言言

ってもらうといいです。 

 

◆教育総務課 

教育総務課長の島田と申します。よろしくお願いします。いくつか市教委の方に

もお問い合わせをいただいております。在校生の保護者さん、あるいはこれまで

の同窓生の方々とご意見をいただいている中で、やはり前回の会見で廃校とい

ったお言葉がショックだということでかなりご心配、ご不安を抱えたというこ

と、そういったことのお問い合わせをいただいたと。同窓会は、意見交換は今、

この 4月以降はまだ行っておりません。 

 

◆ＮＨＫ 

ありがとうございます。 

 

◆司会 

では、静岡新聞さん。 

 

◆静岡新聞 

ご説明ありがとうございました。静岡新聞の中川です。 

今後の進め方の関係でちょっと細かい確認なってしまうのですけれども、1年間

検討されていくということでこれまでの 1 年間の検討委員会って外部の委員を

含めた委員で検討して来られたと思うのですが、今後の検討というのはどうい

った体制で行われるかということ。特に部活動等々に関して伝統をどうやって

継承していくかということは、同窓生ですとか在校生も含めて要望が多いとこ

ろではあるのですが、そういったその要望ですとか意見を反映させる場合には

どうやっていくのかということで決まっているものがあれば教えてください。 

 

◆市長 

はい。要望なのですが、まず一番初めに決めないといけないのはちょっとまた最
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後の図 資料 26P）、さっきの再編のあの県との関係で、このどれにするかを決

めないと、次のところに進みようがないっていうことになりますね。つまり例え

ば部活動をどうするかというのを決めても、この三つの形態で部活動の継承携

帯って全然違うわけですよね。だから、その部活動の継承形態が先にあってこの

再編が決まるのではなくて、この再編の形はどうするか、こちらはその学びの保

障なので、どういう学びを提供していくのかっていうところをまず決めて、その

上で部活動をどう継承していくか、あるいは校内のいろんな活動をどう繋いで

いくかあるいは伝統をどう繋いでいくか、そういうところの議論をする必要が

あると思っています。もう、伝統はものすごく大事にしていかないといけないの

ですけども、とてもそこを中心に考えて、対処することができるような状況にな

ってないと、もう 1回あの最初の頃の極端に言うとこれ（ 報道資料 10P グラフ）

ですので、つまり、公立高校が、私立を重視するとの定員を尊重すると、公立は

もう 3 分の 1 の定員でいい。4 分の 1、5 分の 1 の定員でいいという状況になる

わけですね。学校数も相当減るわけです。一つの学校の定員が減りますので、こ

の定員が仮にこれが 3 分の 1 になったとしても、例えば今まで 360 人学級だっ

たところを 180 人に減らせば、そこの学校数の減少は抑えられるわけですね。 

そういうこともあるので、極端に学校数がこの通り 3 分の 1 に減ったりするわ

けではないですけども、それでも学校数の減少というのはやむを得ないわけで

すね。その中でどう継承していくかということは、やはりこれは県と一緒に考え

ていかないといけないと思っています。従ってとにかく、まずはこの再編の形態

の方の議論をしっかりと検討をしないと次に進めないという状況だと思ってい

ます。 

 

◆司会 

はい。それでは、静岡新聞さん。 

 

◆静岡新聞 

すいません、静岡新聞、沼本と申します。あり方委員会、昨年開催されたかと思

うのですけれども、今の市長のご説明ですと人口減少を踏まえたときに、この市

立高校の 2 校を 1 校にしていくというのはもうかなり前の段階から避けられな

い状況っていうのが明らかになっていたのかと推察されるのですが、あり方検

討委員会に何度か取材したのですが検討委員会の中ですと、その 2 校 1 校にす

るというようなその 1 校にしていくというような前提でのお話であったのかど

うなのかちょっとそのあたり、あくまでもこの 2 校のあり方を検討していくと

いうような状況の話し合いであったのかなと僕は思って、私は思っているので

すけれども。その辺、この検討委員会の段階では、このまず 2校 1校にしていく
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前提で話が進んで協議が進んでいったというような認識でよろしいのでしょう

か。 

 

◆市長 

検討はですね、何が大事かというと、一番初めのところ（ 資料６P）。こここの市

の役割っていうのが一番大事です。つまりこの検討委員会を設置して、なぜ検討

を始めたかとかというと、今のような全体数を公立高校の定員は大幅に減少を

せざるを得ないという状況にあって、市はこの量的な面での供給責任はないわ

けですね。そうすると、市としてどういう教育、学びの場を提供するか、学びの

保障をするのかっていうとこが一番大事なテーマになるので、そこで、そのあり

方委員会では、将来にどういう学びを保障しますか、どういう学校を市として提

供しますかっていうところの議論が中心だったと思います。ですから、再編する

ことを前提にするのではなくて、次に教科の提供する学校というのはどういう

ものが一番望ましいのかっていうのを検討して出した結論となります。ただ、そ

うすると結果的には、1校はできて、もう一つは、県立高校との再編との関係が

あるので、それも考慮する必要があるということですね。ですから、2校 1校に

絞るということではなくて、新しい学校形態をどうするのかということを中心

に議論をしたということになります。（ 資料 26P にもどり）この絵でここ（ 新設

の中東教育学校）をどうするかというところですね。これをあり方委員会では検

討したということになります。そして、どういう形をとるかはですね、これはあ

り方委員会での対象ではなく、市長部局や教育委員会が決めればいいわけでど

ういう設置形態にしていくかという設置形態じゃなくて、設置数にするとか配

置をどこにするか、それは市が決めればいいですけど、市のこれから、市がどう

いう学びの場を提供していくのかっていうとこを中心にすると、これをこれか

ら今日、提供していかないといけないということの議論だったと思います。 

 

◆静岡新聞 

ありがとうございます。もう一点なのですけれども（ 資料 26P の）今再編パター

ン 123 ということで示されています。今回 2 ですとか 3 の可能性っていうもの

も想定されているということだったのですけれども、そうなってきますと今県

教委が示しているグランドデザインの清水西南、静岡西という参考具体的に名

前が挙がっているかと思うのですが、ここのタイムラインと合わせていくとい

うような認識でよろしいのでしょうか。 

 

◆市長 

はい、それもこれから考えていかないといけないと思っています。つまり、こち
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らの再編（ 資料 26P、Ｂ校、Ｃ校、Ｅ校）は、県の再編の中で決まってくるわけ

ですね。これ 資料 26Ｐ、Ａ校とＢ校の再編による新設の学校）の設置という

のは、こちらとは違うスケジュールでできるわけですね。これを設置しようと思

うと、何が大事かというと新しい学校をつくるわけにはいかないので、今ある校

舎を使うとすると、どのパターン 資料 27Ｐ）かということを考えていかない

といけないですね。今ある校舎の中で、今のある高校生のところと新しく入って

くる中学生ですね、中 1 との関係をどうするかということを考えていかないと

いけないので、それを考えていくということになります。ということなので、こ

っち、これをまず独立してどうしますかという、こういうことでもうこちらでも

いいですけども、これをどう言うとどちらの、どこの校舎を選んで、どこにこれ

を入れますかということを考えていくと、それで設置スケジュールというのは

ある程度決まってくるわけですね。その一方で、こちらの再編 資料 26Ｐ、県

立高校Ｅ）というのはこれ県中心に再編をしていきますので、違うスケジュール

で行われるかもしれない。場合によっては、市が考えているより早いかもしれな

いし、遅いかもしれないですから。これと、（ 資料 27Ｐ）これはあくまで今ある

高校の定員を、入学定員を減らしてその中に中学を入れていくっていうスケジ

ュールですから、この高校のスケジュールと、もう一つの再編、県立高校の再編

側のスケジュールは別々にできるっていうことですね。ですから、まだまだいつ

からということは、 資料 26Ｐに戻して）、こちらも決まっていませんが、同時

であるという必要はないので、それぞれのスケジュールになると思います。 

従って、例えば県がこれを先行していくということがあれば、こちらの設置より

も、こちらが早いということはあり得ると思います。 

 

◆静岡新聞 

ありがとうございます。 

 

◆司会 

はい。その他発表案件についてよろしいでしょうか。はい、静岡朝日テレビさん。 

 

◆静岡朝日テレビ 

今後の具体的な検討の進め方で今年、今年度の 3 月めどに具体的な方針を公表

する予定ってなっていますけども、今年度の検討の進め方のスケジュール感と

いうのは、3月に全部決まったところで出るのか、それとも中間取りまとめとか

そういうちょっと細かに行っているのか。 
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◆市長 

これはですねやはり県との関係があると思います。県もあのどういう段階でど

ういう発表していくかということがあるので、逆に言うと、その県の再編の中で、

ここにありますけども、元々その公立高校の設置とか配置の適正化については、

県の責任になっていますから。これからは、県の計画が先にあって、我々はそれ

と一緒に歩調を合わせるという形になりますので、県がどういう発表されるか

によって、我々の静岡市の発表の仕方というのも変わってきますが、これから今

はですね、ちょっとくどいですけども県の再編の計画に受動的に対応するので

はなくて、静岡市としてこういう学びの場を提供したいのだということをしっ

かり決めて、県に提案するということをしていたので、県よりも先行してやって

いるというとこがあります。でもここから先はあくまで県全体の計画の中に入

り込んでいかないといけないので、それとの整合性をとっていかないといけな

いので、県が主導でいろんな検討をされて、それに対して市として検討していく

ということになって発表していくということになると思います。従って、県がど

ういう発表の仕方をしていくかということがわからない状態ですと、市がこの

スケジュールでこんなふうにやっていきますというのはなかなか申し上げられ

ないという状況にあります。 

 

◆静岡朝日テレビ 

ありがとうございました。 

 

◆司会 

はい、その他発表案件についてよろしいでしょうか。 

はい、それでは発表案件の質疑についてはこちらで終わりたいと思います。 

続きまして幹事社質問の方に移りたいと思います。 

本日の幹事社静岡新聞さん、お願いいたします。 

 

◆静岡新聞 

幹事社の静岡新聞の中川です、ありがとうございます。すいません先日発表があ

ったばかりで大変恐縮なのですけれども、海洋文化施設の契約解除に向けたＳ

ＰＣの交渉が進んでいるかと思います。まだ発表からあまり日が経っておりま

せんが、現状で、進捗で進んでいることがあるのかどうかで、契約解除に向けた

延期議案の提出の時期はいつぐらいを見通せているのかどうかっていうのを教

えてください。 
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◆市長 

はい、結論を言うと、まだ全然進んでいません。というのは、お互いにもうこれ

は事業継続できませんねっていうことの確認をしたというところが、3 月 31 日

でしたので、これからですね、お互いに内容、自分たちの考え方や主張と言った

方がいいかもしれませんけど、それをしっかりまとめて、それを双方がまとめる

っていうことですね。それが双方の考え方、例えば、双方の考え方をまとめて、

それで今度お互いにお互いの考え方を主張する、し合うというのが最初の動き

になります。従って今双方とも、我々としての主張はどういう根拠でどういうも

のを出していくのかということをまとめている段階で、お互いに、ＳＰＣがどう

されているかちょっとわかりませんけど同じことを多分されていると思います

から、その双方で考え方がまとまった段階で、お互いに出し合って、どこが一致

しているのか、どこが違っているか異なっているのかっていうとこを確認しあ

っているというのが始まることになります。従ってまだまだ動きは表面には何

もない、水面下で色々な準備をしているというところが今の現実です。従って、

いつまでにこれが合意できるかというところは、まだまだ決まっているような

状況ではないということになります。 

契約解消のときの手続きもそうですけども、これはその相手方との承諾が得ら

れないと、これは要するに合意ですよね。一方的な主張じゃなくてお互いに合意

が得られないと合意解除になりませんから。お互いに合意解除でしましょうと、

そういうことで、いや例えば訴訟にするとかそういうことではなくて、お互いに

そういうことですよねっていう合意解除でやりましょうということの確認はで

きていますので、これからそれを詰めていくっていうところですね。ただ相当隔

たりがありますから考え方に、これからその隔たりのところを埋めていくって

いうのは、かなりの時間がかかると思っています。 

 

◆静岡新聞 

ありがとうございます。 

今のお話ですと、訴訟に発展は現状ではしないようにお互いしようという話で

すか。 

 

◆市長 

そうです。決まっているということです。そうしないように、合意解除ができる

ように、ある種円満解決ですよね、円満解決ができるように、協議をしましょう

というところの合意はできているという状況。 
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◆静岡新聞 

ありがとうございます。 

 

◆司会 

はい。それでは幹事社質問についての質疑をお受けします。いかがでしょうか。 

はい、よろしいでしょうか、はい、静岡新聞さん。 

 

◆静岡新聞  

はい。静岡新聞の山本です。一点、先日の臨時会見のときに、一つ大きな要因と

して東海大との協議が難航した、その間に非常に大幅な物価高騰が起こったと

いうことを一つの要因に挙げられていたかと思うのですけれども、エリアの東

海大の協議が難航した要因というものが、今回いう一番大きな隔たりどちらか、

どちらに帰責するかっていう辺りの大きな要因になっているというような認識

でよろしいでしょうか。 

 

◆市長 

それもこれから協議になると思いますので、今の時点では、何も申し上げられな

いという、逆に言うと私が何かそういうところで発言をすることで、後々の交渉

の不利になる可能性があるので、そういうことについて今は、こちらとして何を

考えているというような話はですね、今はやる時期ではないと思っています。 

この合意解除、今回の 3月 31 日の前まではいろんなことを私は申し上げました

が、ここから先は本当にその法的なところですね。契約書にどう書いてあるとか、

要求水準がどうだったか、それに対してどういう行動を市・ＳＰＣ（・東海大が行

ってきたのかというと細かく進めてそれぞれについてその責任の所在みたいな

のを議論していくっていうことが、詰めが出てくるのでこれはもう完全にその

内々にやっていくっていうことですね。途中で公開をしていくのはあくまでそ

の民民契約の中で細かい打ち合わせを、決め事をしていくと円満解決に向けて

やっていくというのは、ですので今の時点で私が何か言うのはこれからの交渉

に不利になる可能性があるので、今は何も申し上げないのが一番だと思ってい

ます。 

 

◆静岡新聞 

わかりましたありがとうございます。 

 

◆司会 

はい。その他、幹事社質問関連よろしいでしょうか。はい、それでは最後にその
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他の質問についてお受けいたします。質問ある方いらっしゃいますでしょうか。 

はい、ＳＢＳさん。 

 

◆ＳＢＳ 

ＳＢＳの上田です、よろしくお願いします。難波市長、来週の 13 日で就任から

3年を迎えると思うのですけれども、1年前の会見就任 2年目の 2年を迎えた過

渡期の会見で自己採点 80 点とおっしゃっていたかと思うのですが、3 年経つに

あたって、また今の自己採点はいかがでしょうか。 

 

◆市長 

80 点ぐらいは取れているのじゃないかなと思いますけどね。あくまで自己採点

ですからそこの評価は社会の皆様がされるということですので、あんまり自分

で採点しても意味がないのかなと思いますけども、そこそこ結果を出してくれ

ているかなというところで80点ぐらいは取れているのじゃないかなと思います。 

 

◆ＳＢＳ 

その、そこそこ結果は出し、出してこられているっていうのはどのあたりを特に

お考えですか。 

 

◆市長 

今まで動いていなかったことを動かすようにできたということとですね。それ

から非常に何かよく大型公共事業であるとか、そのアリーナであるとか、庁舎で

あるとかENEOSさんの用地であるとか、そういうとこが注目されるのですけど、

市政の中でやっているっていうことは非常にきめ細かいことをいっぱいやって

いるわけですよね。例えば、今日の教育の問題もそうだし、例えば学びの多様化

学校をいつどういう設置するかとかそういうこともあるし、教育内容をどうす

るかそれは教育委員会がいろいろ考えていますけども、そういうところでもい

ろんな意見交換をするわけですし、それから福祉の問題であるとか、学校の給食

の無償化どうするとかいろんなことは、ソフト面ってすごく多いのですよね。で

すから、そういうところを一つ一つ詰めてきたということはあると思いますね。 

もう一つ言えるのは市の職員の皆さんが、政策の執行力、実行力が非常に高まっ

てきて、私が何か言うものっていうのは限られているので、現場でしっかりとし

たことをやっていい結果が出てきていると思います。私の知らない中でこんな

いいことがあったのって何で教えてくれないのみたいな、結構今あるので、そう

いう面では全体として執行力が高まってきているので、そういった点では、良い

方向に来ているのではないかなと思います。 
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◆ＳＢＳ 

残り任期が約 1 年になるかと思うのですけれどもスタジアムなど大型事業も多

く抱えていると思うのですが、一番に力を入れて取り組んでいきたい課題政策

と、あと 2期目を目指すお気持ちは今ありますでしょうか。 

 

◆市長 

はい。一番力を入れていきたいというとこがあるのですが、これ静岡市の場合で

すね、本当に課題が山積でして、先ほど申しました大型事業は目指すのですけど

も、それをやっていればいいというようなところじゃなくて、本当にありとあら

ゆることを一つ一つ丁寧に解決していくっていうのが、必要ですので、それをよ

く言っていますけども、自分は公務員実務家公務員のトップとして一緒にそこ

を詰めていく。こういうやり方をした方がいいのではないかとかそういうこと

を詰めていっているわけですから、何かに力を入れていくということはもう一

切なしで、もうこの山積している市の課題の全ての分野について、一つ一つ丁寧

に答えを出していく、結果を出していくっていうことが今一番求められている

ことだと考えています。先のことは考えないで、とにかく今その課題が山積して

いることを一つ一つこれからの、あと 1年の間に、一つでも二つでもじゃなく、

それはもう 10 でも 100 でもっていうぐらい解決をしていくっていうのが、自分

が今やるべきことだと思っています。 

 

◆司会 

はい。その他いかがでしょうか。はい、静岡新聞さん。 

 

◆静岡新聞 

静岡新聞の中川です。度々すいません。先日しずトク商品券の抽選があったので

すけれども、ちょっと対象外の市外在住の方にも当選が出ていたというミスが

発覚、発生しました。ちょっとこのミスの受け止めと、再抽選などもあるような

のですけれども、そのあたりの具体的なことを教えていただければと思います。 

 

◆市長 

はい。この点についてはですね、ミスというのはあり得るわけですけどもその内

容はですね、確認が不十分だったっていうところは、人的な作業上の人為的なミ

スですけども、やはりダブルチェックをするとかそういうことでやればちゃん

と避けられるような内容で、つまり非常に複雑なことではなくて、あの単純なと

ころのチェックのミスになっています。そういうことが発生をしたというのは

問題ですけども、それによっていろんな方にご迷惑をおかけしたというところ
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はですね、大変申し訳なく思っているところです。 

もう一つ問題は、最初にその問題が出たときに、すぐその場でそういうミスが発

生するのであれば、他にもミスが発生しているのではないかという疑いをする

ことが大事なわけで、ところがそこの確認が十分でなくて、発生したミスへの対

処のところだけやって、他のところで本当に資格確認ができていないとこがあ

るのではないかというところのチェックが十分でなかったというそこにもう一

つ問題があるわけですよね。その辺りについて、本当にあの、皆様に信頼を欠く

ような状況になったので、大変重く受け止めています。 

だいぶ確認は進んできていますので、時間を区切ってですね、確認作業している

のですけど、どうしても確定できないとこはあるのでもうそれは時間を区切っ

てですね、そこで確認できない場合は資格なしという形でもう決めて、それでそ

の分口数が余ってきますので、その口数を再抽選するということにしたいと思

っています。おそらく 2000 口ぐらいの再抽選に枠になるのではないかなと想定

をしていますけども、早急にまず再抽選の数を確定させて、どの段階で再抽選を

するかについても早く決めたいと思っています。 

 

◆司会 

はい静岡第一テレビさん。 

 

◆静岡第一テレビ 

静岡第一テレビ山崎と申します。先月の 26 日にリニアの県の専門部会で 28 項

目の対話が完了したということになりました。市長からもその際コメントもい

ただいていますけども、改めてこれ長年の議論が終わったことに関しての受け

止めをお願いします。 

 

◆市長 

はい、長年の議論はまだ終わってないです。あれ県の専門部会での議論が終わっ

たわけで、我々市の協議会でまだ議論をしていて、生物多様性についてのところ

については、代償措置をどうするかということはまだ確定していませんので、今

月中にも協議会を開いて代償措置についての議論、協議を進めたいと思ってい

ます。従って、県は県で区切りをおつけになったのだと思いますけども、市とし

ては、当然生物多様性への影響というのは静岡市の区域の中で発生することで、

環境影響評価の責任ある対象者にもなっていますから、市として今度、県の考え

方は尊重しつつ、あるいは参考にしつつ、市としてどう対処していくかというの

は、市として決める必要があります。従って、まだ協議は終わっていないという

のが今の認識です。 



- 27 - 

 

◆静岡第一テレビ 

改めてですけど、県がその着工容認を判断する上で地元の合意が得られればと

いうことにおっしゃってはいるのですけども、改めてなのですが、どうすればそ

の着工地元の合意が得られるということに、その地元の理解が得られたという

判断になるか、静岡市にとってはどういったところがポイントになるっていう

ところなのでしょうか。 

 

◆市長 

はい。地元の合意という点でいうと、中下流域への水支援の影響というのが一つ

ですね。もう一つは生物多様性への影響、盛土だとかそういうのは安定性とはち

ょっと別問題ですので、それはある種技術的な問題だと思いますので、住民の皆

様への直接な影響、あるいは間接影響という点では今申しましたような中下流

域の水資源への影響の問題、それから南アルプスの生物多様性への問題、この二

つになります。この二つで説明の仕方はおそらく違うと思いますので、中下流域

の水資源の影響については流域の水利用ですね、静岡市の大井川の流域ですか

らね、その水利用の流域の市町の皆さんにどういう説明をするかということは、

県とＪＲ業界でお考えになるのではないかなと思います。 

静岡市のところについてはですね、この生物多様性についてこれから協議をし

ていきますので、協議が整った段階でどういう形で情報発信をしていくかとい

うのはその後考えたいと思っていますが、やはりしっかりとした説明は必要だ

と考えています。 

 

◆静岡第一テレビ 

ありがとうございます。 

 

◆司会 

はい。その他いかがでしょうか。はい、中日新聞さん。 

 

◆中日新聞 

中日新聞の飯盛ですよろしくお願いします。私もあの市長就任 3 年ということ

で、ちょっと伺いたいと思います。若干ちょっと先ほどの質問と重なるのですが、

市長が就任以来いつもおっしゃっている安心感がある温かい社会というこちら

に向けた取り組みというのは、この 3 年間で富士登山に例えますと、今何合目

まで来てますでしょうか。 

 

 



- 28 - 

 

◆市長 

正直言うと、そこが一番課題かもしれないですね。安心感がある温かい社会、例

えばいろいろな面でお困りの方々にどうやってご支援ができるか、というとこ

ろですけども、なかなかそれは何か一つやったら安心感が高まるとかいうこと

じゃなくて、これ先ほどちょっと申しましたけど、本当にいろんなお困りの形態

があるわけで、その一つ一つにお答えをしていかないといけない。ですけど、そ

こでは誰がサービスを提供するのかっていうところで、市が直接サービスを提

供するものではないっていうのとかもあるわけですね。事業者の皆様がいろん

なサービスを提供されている、その提供についてはいろんな制度のもとに例え

ば国の制度のもとにやっているとかそういうことがあるので、なかなか市とし

て「これでやれ」というところに手が届かないとこもあるわけですね。 

そういった点で特に福祉系についてはなかなか安心感が高い社会に向けての取

り組みというのは、このどんどんどんどんやっていけるという状況にはないと

いうところですね。 

例えば病後児保育ですね。子どもが子ども園にいて病気になったときに迎えに

行かないといけないのだけど、親御さん、保護者が直接行けないので、それは看

護師さんが行って病院に連れて行くっていう、こういう制度を作り 1 ヶ所を始

め今年は 2 ヶ所目ってことを考えていますけど、このサービスを提供しようと

思うと実際にそのサービスを提供してくださる方が見つからないとできないわ

けですよね。でもそれがなかなかそう簡単にはいかないわけで。こういう中で、

人手の確保であるとかあるいは採算性をどうするかというようなところを一つ

一つ丁寧にやっていかないといけないので、これ結構時間がかかるのですね。そ

れは今の一つの例ですけど、これは何とか 2 ヶ所まではできたわけですけど、

まだまだ足りないとこがある、ですからこういうところは手間がかかるのです

けど、着実に１歩でも２歩でも前に進んでいくっていうことが大事かなと思い

ます。一番大事なことは、難しいとか検討します、で放置しないでこうやったら

できるのではということをまず設計をした上で、それでいろんな方々に当たっ

ていって、じゃあ、それができるそれじゃできないって言ったことに対してこう

しませんかというようなことを一つ一つ丁寧にやっていくのが必要なので、ち

ょっとそこは時間かかっているという状況ですね。 

 

◆中日新聞 

そうすると今は 5合目ぐらいでしょうか。 

 

◆市長 

そうですね 5合目、何とか目っていうのは多分ないですね。 
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つまり多分これは永久に課題が出てくる。ひと山越えて、そこで行くかと思った

ら、そこに登るとまた次の新しいピークが見えてくるっていうところですよね。 

目指すべき形っていうのが出てくるので、おそらくこれは何合目には例えるこ

とができない内容ではないかなと思います。 

 中日新聞：100 点満点中何点くらいとかの例えもむずかしいですかね？） 

50 点か 60 点ぐらいじゃないですかね。何とか合格だと 60 点ぐらいですかね。

何とか単位が取れましたね、くらいのところかもしれないですね。 

 

◆中日新聞 

その福祉政策の部分でまだ手が届いてない部分があるということですけども、

残りのその 40 点を、あと 1年でどれくらい埋められるかというところもあると

思うのですけども、特にそこに力を入れていきたいっていう意気込みなどはあ

るのでしょうか、 

 

◆市長 

これはいや、本当にあの担当の部局がものすごく一生懸命やってくれているん

ですよね。ここはよく、何かのプロジェクトを進むときにプロジェクトマネジメ

ントと言いますけど、このこういうやり方をしたらうまくいくのではないかと

設計をしてずっとやっていくっていうのが非常に大事ですけども、ある種大型

の事業というのはそれが結構やりやすいですよね。形ができるのですけど、人が

関係するものっていうのはその人とかあるいは、地域社会との関係とかそうい

うとこはなかなか私が何とかやってできるようなとこじゃないので、とにかく

その市の職員と一緒になって、特に職員と一緒になってというのも方向性をし

っかり出して市の職員がいろんなことで一つ一つ丁寧に解決していくっていう

のがすごく大事なポイントです、それをやっていくしかないですね。 

それでどのくらいやれるかというのは本当にやってみないとわからないという

状況ですね。ただ、とにかくもう難しいとか、検討して放置しない、とにかく一

歩前、一歩でも二歩でも前に出るということを、みんな今やってくれていますの

で、それで一つ一つ何か答えが出てくるではないかなと思っています。 

 

◆中日新聞 

はい、ありがとうございました。 

 

◆司会 

はい。その他よろしいでしょうか。はい、それでは以上をもって本日の定例記者

会見を終了いたします。皆様ありがとうございました。 
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次回の記者会見は 4 月 24 日金曜日の 11 時から、会場は同じ会場になりますの

で、よろしくお願いいたします。皆様お疲れ様でした。 

 


